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改正の背景

新たに海事代理士として業務を行うためには、一般法律知識や海事に関する法令に

ついての専門的な知識を有している必要があることから、海事代理士法（昭和２６年

法律第３２号。以下「法」と言います ）第２条第１号の規定により、海事代理士試。

験（以下「試験」と言います ）に合格した者に対して海事代理士資格を与えること。

とされており、資格を付与された後、地方運輸局長が備える海事代理士名簿への登録

が必要となります。

今般、海事代理士関係手続の簡素化による利用者利便の一層の向上のため、登録に

（ 。係る手続き等について規定する海事代理士法施行規則 昭和２６年運輸省令第４２号

以下「規則」と言います ）及び試験の内容・方法等について規定する海事代理士試。

験規程（昭和２６年運輸省令第８１号。以下「規程」と言います ）において、以下。

の改正を行うこととします。

改正の概要

１．海事代理士法施行規則の一部改正

（１）登録申請書に添付する書面について

規則第１条第２項第２号において 登録申請書に添付する書面の一つとして 戸、 「

籍抄本」が規定されています。

今後、本邦に居住する外国人が海事代理士試験を通じ資格を取得する状況も考

えられることから 「戸籍抄本」に代わる書面として「外国人登録法の規定によ、

る外国人の登録を証する書面」を規定することとします。

（２）海事代理士事務所の表札の記載について

規則第１５条第１項において、登録後に海事代理士がその事務所に掲出する表

札については 「海事代理士何某事務所」と記載することとされていますが、利、

用者が容易かつ確実に「海事代理士」の事務所であることの判別が可能であるこ

とを担保しつつ、海事代理士が自らの判断により柔軟な表示が出来るようにする

こととします。

（３）その他所要の改正を行うこととします。

２．海事代理士試験規程の一部改正

（１）願書の提出先について

規程第４条第１項において、試験を受けようとする者（以下「受験者」と言

います ）は、受験願書（以下「願書」と言います ）を受験者の居住地を管轄。 。



する地方運輸局の長を経由し、国土交通大臣に提出することとされています。

手続きの簡素化・迅速化を図ることにより、受験者の利便性の向上等に資す

る観点から、今後は、願書を、受験地を管轄する地方運輸局の長を経由し、国

土交通大臣に提出することとします。

また、規程第１条第３項の規定により、前年の海事代理士試験における筆記

試験合格者については、当該年の筆記試験が免除され、本省で実施される口述

試験のみの受験となるため、受験者の利便性の向上等に資する観点から、今後

は、願書を、受験者から国土交通大臣に直接提出することとします。

（２）合格者氏名の公表について

規程第５条第１項において、国土交通大臣は、試験の合格者を決定したとき

は、遅滞なくその氏名を官報に公示することとされています。

合格者氏名の官報への公示については、受験者へ合否結果を周知するために

行っているものであることから、行政機関の保有する個人情報の保護に関する

法律（平成１５年法律第５８号）の趣旨を踏まえ、今後は、受験番号のみの公

示をすることとします。
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